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議案第99号 

 

大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例案 

 

大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年大阪市条例

第102号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準） 

第３条 第１条の基準は、次条及び第５条に

定めるもののほか、放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準（平成26年

厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」

という。）（第９条第２項及び第18条第２項

を除く。）に定めるところによる。 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準） 

第３条 第１条の基準は、次条及び第５条に

定めるもののほか、放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準（平成26年

厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」

という。）（第９条第２項及び第18条第２項

を除く。）及び児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準等の一部を改正する省令（令

和４年厚生労働省令第159号）附則第２条

（設備運営基準に係る部分に限る。）に定め

るところによる。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月１日提出 

大阪市長  横 山 英 幸  

 

説 明 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を改めるため、条例の一部を改正する必要

があるので、この案を提出する次第である。 

 


